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令和３年１１月１９日 

 

文化審議会の答申（国宝・重要文化財（建造物）の指定）について 
 

 

◎今回の答申における主なもの 

【国宝】 霧島
きりしま

神宮
じんぐう

本
ほん

殿
でん

・幣
へい

殿
でん

・拝殿
はいでん

                鹿児島県霧島市 

天孫
てんそん

降臨
こうりん

の神話に纏わる古社。現在の社殿は鹿児島藩主・島津
し ま づ

吉
よし

貴
たか

による寄進で正徳５年

（１７１５）に建立された。本殿の、龍の彫刻が巻き付いた 龍 柱
りゅうばしら

をはじめ、濃厚な建築

装飾で全体を彩る。立地を活かした高低差を表現した社殿構成も秀逸である。 

 

【重要文化財】 ニッカウヰ
い

スキー余市
よ い ち

蒸 溜 所
じょうりゅうしょ

施設
し せ つ

       北海道余市郡余市町 

昭和初期に竹鶴
たけつる

政
まさ

孝
たか

が創業したウイスキー蒸溜施設。原材料の仕込みから蒸溜、貯蔵まで、

創業以来の一連の製造施設をよく残し、ヨーロッパ中世の城砦
じょうさい

をイメージさせる事務所棟

の正門をはじめ、各施設を調和のとれた外観で整える。 

 

 

 

 文化審議会（会長 佐
さ

藤
とう

 信
まこと

）は、令和３年１１月１９日（金）に開催された同

審議会文化財分科会の審議・議決を経て、１件の建造物（新規１件）を国宝

に、１０件 の 建造物（新規１０件）を重要文化財に指定することを文部科学大臣

に答申しました。 

この結果、官報告示を経て、国宝・重要文化財（建造物）は、２，５４０件、

５，２８１棟（うち国宝２２９件、２９２棟を含む。）となる予定です。 
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【国宝 新指定の部】 

① 龍柱をはじめ、豊かな建築装飾で彩られた極彩色の社殿    （近世以前／神社） 

霧島神宮
きりしまじんぐう

本
ほん

殿
でん

・幣
へい

殿
でん

・拝殿
はいでん

 １棟 

所在地：鹿児島県霧島市 

所有者：宗教法人霧島神宮 

  

霧島山の中腹に鎮座する。天照大神
あまてらすおおみかみ

の神勅を受けて高千穂峰
たかちほのみね

に天降ったとする

瓊瓊杵尊
ににぎのみこと

を主祭神とし、現在の社殿は正徳５年（１７１５）に島津吉貴
しまづよしたか

によって復興され

たものである。境内は、勅使
ちょくし

殿
でん

から登廊下を介し、拝殿、幣殿を経て、最も高い位置に本

殿を構える。とくに拝殿から本殿へは、急勾配の階段で段差をつけて高低差を表現する躍

動感あふれた構成をもつ。規模の大きな本殿をはじめ、いずれの建物も質がよく、要所を

丸彫
まるぼり

彫刻や絵画で装飾し、極彩色、漆塗、朱塗で仕上げる豪華な仕様であり、近世に発達

した建築装飾意匠の集大成の一つである。 

 東アジア圏に分布し、我が国では南九州に伝わる龍柱の代表的な事例であり、文化史的

な意義も深い。 

 

 

 

提供：宗教法人霧島神宮 
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【重要文化財 新指定の部】 

① 小樽の銀行街に建つ、洗練された意匠の銀行建築   （近代／商業・業務） 

旧
きゅう

三井
み つ い

銀行
ぎ ん こ う

小樽
お た る

支店
し て ん

 ２棟 

  本館
ほんかん

、附
ふ

属
ぞく

家
や

 

所在地：北海道小樽市  

所有者：公益財団法人似
に

鳥
と り

文化
ぶ ん か

財団
ざ い だ ん

 

 小樽の銀行街であった色内
いろない

地区に位置。三井

銀行は小樽にいち早く店舗を設置し、小樽が金

融集積地となる契機をつくるなど、歴史的に重

要な役割を果たした。昭和２年建築の現建物は、

鉄骨鉄筋コンクリート造の地方における早い例

で、金庫室や保護預庫（貸金庫）に鋼板を貼った防火防犯対策や、暖房などの設備機器も

充実させる。半円アーチと、ルスチカの荒々しい仕上げの石張は、イタリアルネッサンス

期のパラッツオの形式を復興したもので、当時欧米で潮流したスタイルを洗練された意匠

で取り入れる。実施図面などの建築設計図書がよく残っていることも貴重である。 

○指定基準＝意匠的に優秀なもの、歴史的価値の高いもの 

 

② 愛らしい外観が印象的な我が国最初期のウイスキー蒸溜施設 

（近代／産業・交通・土木） 

ニッカウヰ
い

スキー余市
よ い ち

蒸 溜 所
じょうりゅうしょ

施設
し せ つ

 １０棟 

事務所
じ む し ょ

棟
とう

、 蒸 溜
じょうりゅう

棟
とう

、貯蔵
ちょぞう

棟
とう

、 

リキュール工 場
こうじょう

、第一
だいいち

乾
かん

燥
そう

塔
とう

、第二
だ い に

乾燥塔
かんそうとう

、

研究室
けんきゅうしつ

・居宅
きょたく

、旧
きゅう

事務所
じ む し ょ

、第一
だいいち

貯蔵庫
ちょぞうこ

、第二
だ い に

貯蔵庫
ちょぞうこ

 

所在地：北海道余市郡余市町 

所有者：ニッカウヰスキー株式会社 

日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴政孝
たけつるまさたか

が

創業したウイスキー蒸溜施設。原材料の加工か

ら仕込み、発酵、濾過、蒸溜、貯蔵まで、昭和１０年代に建設された我が国最初期のウイ

スキー製造にかかわる施設が一連で残されている。北海道における近代産業遺産として歴

史的に価値が高い。ヨーロッパ中世の城砦をイメージさせる事務所棟の正門や、赤いとん

がり屋根と石造の外壁が特徴的な乾燥塔や貯蔵庫、ドイツ壁仕上げの木造洋館など、敷地

内に分散する施設群を、調和のとれた外観で整えることも特筆される。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの 

提供：小樽芸術村 

提供：余市町教育委員会 
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③ 中世を想起させる屋敷構えに建つ、江戸初期に遡る大型民家  （近世以前／民家） 

上野家住宅
うえのけじゅうたく

（山梨県
や ま な し け ん

山梨市
や ま な し し

東
ひがし

） ５棟 

主屋
お も や

、文庫蔵
ぶ ん こ ぐ ら

、質蔵
し ち ぐ ら

、穀蔵
こ く ぐ ら

、表門
おもてもん

 

所在地：山梨県山梨市  

所有者：個人  

 甲府盆地の東部に位置。土塁や堀を廻らせた

内囲
うちかこい

と外囲
そとかこい

からなる中世在郷
ざいごう

武家住宅の系譜

を受け継ぐ屋敷構えが良好に残る。主屋は、

側柱
がわばしら

より内側の柱を高くした「下屋造
げやづくり

」をはじ

めとして古い構造の形式を残し、建設は１７世

紀前期まで遡ると考えられる。全国的にみても屈指の古さを誇る大型民家である。明治時

代に改修された主屋の座敷や、再建の土蔵も質が良く、優れた近代和風住宅としても評価

できる。近世から近代にかけての古絵図や、文献史料が豊富に残り、屋敷構えや、主屋の

改修過程を把握できることも意義深い。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの 

 

 

④ 日本ハリストス正教会の木造聖堂の良質な遺構          （近代／宗教） 

京都
きょうと

ハリストス正教会生神女福音
せいきょうかいしょうしんじょふくいん

聖堂
せいどう

 １棟 

所在地：京都府京都市  

所有者：宗教法人京都ハリストス正教会 

 京都の市中に位置。明治３６年の建築で、日本ハリストス

正教会の本格的な木造聖堂としては現存最古の遺構である。

装飾が少なく簡素ではあるが、特徴的なクーポルを戴き、鐘

楼をくみあわせた均斉のとれた外観は美しく、ロシアから輸

入された聖障
せいしょう

はみごとな意匠である。ハリストス正教会か

ら提供された図面をもとに、京都府技師松室重光
まつむろしげみつ

が実施設計

した経緯がわかり、我が国における教会堂の建設経緯が知ら

れる貴重な事例となっている。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの 

  

撮影：麓和善 

提供：京都市文化財保護課 
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⑤ 明石海峡を望む我が国最初期の洋式灯台       （近代／産業・交通・土木） 

江埼灯台
え さ き と う だ い

 １基 

所在地：兵庫県淡路市
あ わ じ し

 

所有者：国（海上保安庁） 

 江埼灯台は、明石海峡をのぞむ淡路島の北端

に位置する。兵庫開港に備え、英国との取り決

めに基づき、英国人技師Ｒ．ヘンリー・ブラン

トンの指導により、明治４年に建設された、我

が国最初期の洋式灯台である。交通の要衝であ

る明石海峡を行き交う船舶の安全を守り続けて

きた我が国主要航路標識の一つに数えられる。灯台及び設備の設計を手がけた英国のステ

ィブンソン社が、日本の灯台のために考案した、先駆的な免震装置の貴重な現存例として

も、歴史的価値が認められる。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの 

 

 

⑥ 日本人技師が設計した山陰地方最古の石造灯台    （近代／産業・交通・土木） 

美保関
み ほ の せ き

灯台
と う だ い

 ３棟 

灯台、旧
きゅう

吏員退息所
りいんたいそくしょ

、旧
きゅう

第一
だいいち

物置
ものおき

 

所在地：島根県松江市  

所有者：国（海上保安庁）、松江市、 

公益社団法人燈光会
と う こ う か い

 

 リアス式海岸である島根半島の東端、地蔵崎
じぞうさき

に位置する。地元からの誓願や、日清戦争後の

海運助成の推進により、明治後期から灯台建設

が進捗した、日本海沿岸に建つ洋式灯台である。

明治３１年の建設と、山陰地方最古の石造灯台

で、明治初期にブラントンの指導で建設された灯台の形式を引き継ぎながら、日本人技師

が設計・施工監理を実施した。 

 旧吏員退息所、旧第一物置、便所、囲障
いしょう

（石塀）等、当初の施設や構えを現地でよく残

すことも重要である。山陰地方航路の安全・発展に寄与した灯台として価値が高い。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの 

  

提供：淡路市教育委員会 

提供：松江市 
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⑦ 最も高い塔高を誇った日本人技師による明治洋式灯台の到達点 

（近代／産業・交通・土木） 

出雲
い ず も

日御碕
ひ の み さ き

灯台
と う だ い

 １基 

所在地：島根県出雲市 

所有者：国（海上保安庁） 

 島根半島の西端、日御碕に位置する。明治後

期になって灯台建設が進捗した日本海沿岸に、

明治３６年に建設された洋式灯台で、高さ４４

ｍと、当時最も高い塔高を誇った。ブラントン

が考案した二重円筒
にじゅうえんとう

構造を外側は石造、内側は

レンガ造に応用するなど、洋式灯台技術の定着

をしめす。設計は石橋絢彦
いしばしあやひこ

（逓信省
ていしんしょう

航路標識管

理所）で、日本人技師が手掛けた石造灯台の到達点として評価される。美保関灯台とあわ

せ、山陰地方の航路の安全・発展に寄与した。 

○指定基準＝技術的に優秀なもの、 歴史的価値の高いもの 

 

 

⑧ 建築家丹下健三
たんげけんぞう

による戦後庁舎建築の最高傑作        （近代／官公庁舎） 

香川
か が わ

県
けん

庁舎
ちょうしゃ

旧
きゅう

本館
ほんかん

及
およ

び東館
ひがしかん

 １棟 

所在地：香川県高松市  

所有者：香川県 

 高松市の中心地に位置する。昭和３３年の建

築で、建築家丹下健三が模索した、鉄筋コンク

リート造による日本の伝統建築の表現を、柱や

梁
はり

、庇
ひさし

からなる軽やかな意匠で達成した。低層

の東館と高層の本館を組み合わせ、一階を階高

の高いピロティとロビーとして県民に開かれた

庁舎とし、本館中央にエレベータや設備を集中させたコアをつくって他をフリープランと

するなど、その後全国で建築された庁舎建築の模範となった。芸術家との協働による壁画

や家具等もよく残る。 

 戦後の庁舎建築の到達点のひとつとして、歴史的価値が高い。 

○指定基準＝意匠的に優秀なもの、歴史的価値の高いもの 

  

写真提供 株式会社 八勝館 

提供：島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパー

ク推進協議会 

撮影：田村収 
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⑨ 日本が誇る長大
ちょうだい

吊
つり

橋
ばし

の技術的原点を示す長大吊橋第一号（近代／産業・交通・土木） 

若戸大橋
わ か と お お は し

 １基 

所在地：福岡県北九州市  

所有者：北九州市 

 北九州市の工業地帯、戸畑
と ば た

と若松を結ぶ。昭

和３７年に、橋長６２７ｍ、中央支間３６７ｍ

という従来の我が国橋梁の最大支間を大幅に更

新する規模で建設された海峡横断橋である。設

立直後の日本道路公団を中心に、建設省土木研

究所や東京大学の技術者、研究者が調査・設計

に取組むことで、吊橋の長大化に伴う風
かぜ

荷重
かじゅう

、

ケーブル製作等に係る課題を解決し、工業技術の粋を集めて完成した我が国初の本格的な

長大吊橋として重要である。 

○指定基準＝技術的に優秀なもの 

 

 

⑩ 屈指の規模を誇る本殿をはじめ、社殿を華麗な装飾で彩る   （近世以前／神社） 

鹿児島神宮
かごし まじ んぐう

 ３棟 

 本殿
ほんでん

及
およ

び拝殿
はいでん

、勅使
ちょくし

殿
でん

、摂社
せっしゃ

四所
し し ょ

神社
じんじゃ

本
ほん

殿
でん

 

所在地：鹿児島県霧島市  

所有者：宗教法人鹿児島神宮 

 鹿児島県の中央部、鹿児島湾に流れこむ

天降川
あもりがわ

を望む丘陵上に立地する。社伝によると

和銅元年（７０８）の創始で、延喜式には鹿児

島神社として記載される。平安時代に八幡神が

勧請され、八幡正宮等と称した。現在の社殿は

島津重年
しげとし

の寄進により、宝暦６年（１７５６）

に造替されたものである。勅使殿から南北軸に沿って北に拝殿、本殿がならぶ。各建物と

も豊かな装飾をもち、とくに本殿は規模が極めて大きく、全体を彫刻や絵画で装飾し、極

彩色、漆塗などで仕上げるなど、神社本殿として優れた価値をもつ。向拝の龍の彫刻が巻

き付く龍柱など、地方色が認められる点も注目される。 

○指定基準＝歴史的価値の高いもの、流派的または地方的特色において顕著なもの 

 

提供：北九州市 

提供：霧島市教育委員会 
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〈個別解説凡例〉 

 番号  特 徴  （年代区分／種類別） 

  名 称   員 数 

   複数棟指定の場合の建造物の名称、土地＊ 等  

    所在地 

    所有者 

 

〈国宝・重要文化財の指定件数〉 

令和 3 年 11 月答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ※重要文化財の数は，国宝の数を含む。 

（＊建造物と一体をなして価値を形成している土

地を併せて指定するもの。） 


